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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入金依頼元から、ユーザの電子マネー用の口座への入金額と、前記電子マネー用の口座
への入金方法とを取得する取得部と、
　前記電子マネー用の口座に前記入金額の入金処理を行うとともに、前記電子マネー用の
口座への前記入金額と、前記入金方法とを関連付けた入出金履歴情報を記憶部に記憶させ
る入金処理部と、
　前記ユーザから、前記ユーザの前記電子マネー用の口座から前記電子マネー用の口座と
は異なる前記ユーザの他の口座への入金の依頼を受け付ける場合に、所定の入金方法で入
金された前記入金額の残高を上限として前記入金の依頼を受け付けるとともに、前記所定
の入金方法とは異なる入金方法で前記電子マネー用の口座に入金された前記入金額の前記
他の口座への入金を制限する受付部と、
　を備える入金管理装置。
【請求項２】
　前記取得部は、前記入金依頼元から、前記電子マネー用の口座への前記入金額と、入金
先のユーザの電話番号とを取得し、
　前記入金処理部は、前記記憶部において、前記取得部が取得した前記電話番号に関連付
けられている口座番号の前記電子マネー用の口座に前記入金額の入金処理を行う、
　請求項１に記載の入金管理装置。
【請求項３】
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　前記所定の入金方法はユーザ毎に設定可能である、
　請求項１又は２に記載の入金管理装置。
【請求項４】
　前記受付部は、前記ユーザから、前記ユーザの前記電子マネー用の口座から前記他の口
座であって、現金化が可能な前記ユーザの口座への入金の依頼を受け付ける場合に、前記
所定の入金方法で入金された前記入金額の残高を上限として前記入金の依頼を受け付ける
とともに、前記所定の入金方法とは異なる入金方法で前記電子マネー用の口座に入金され
た前記入金額の前記他の口座への入金を制限する、
　請求項１から３のいずれか１項に記載の入金管理装置。
【請求項５】
　前記受付部は、前記ユーザから、前記ユーザの前記電子マネー用の口座から前記他の口
座への入金の依頼を受け付ける場合に、所定の入金依頼元から入金された前記入金額の残
高を上限として前記入金の依頼を受け付けるとともに、前記所定の入金依頼元とは異なる
入金依頼元から前記電子マネー用の口座に入金された前記入金額の前記他の口座への入金
を制限する、
　請求項１から４のいずれか１項に記載の入金管理装置。
【請求項６】
　コンピュータが実行する、
　入金依頼元から、ユーザの電子マネー用の口座への入金額と、前記電子マネー用の口座
への入金方法とを取得するステップと、
　前記電子マネー用の口座に前記入金額の入金処理を行うとともに、前記電子マネー用の
口座への前記入金額と、前記入金方法とを関連付けた入出金履歴情報を記憶部に記憶させ
るステップと、
　前記ユーザから、前記ユーザの前記電子マネー用の口座から前記電子マネー用の口座と
は異なる前記ユーザの他の口座への入金の依頼を受け付ける場合に、所定の入金方法で入
金された前記入金額の残高を上限として前記入金の依頼を受け付けるとともに、前記所定
の入金方法とは異なる入金方法で前記電子マネー用の口座に入金された前記入金額の前記
他の口座への入金を制限するステップと、
　を備える入金管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、入金管理装置及び入金管理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＡＴＭ等の入金処理装置は、入金依頼者から入金先の口座番号と、入金額とを受
け付けたことに応じて、入金処理を行っていた（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平８－２２１４９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、口座が、電子マネー用の口座である場合にも、電子マネー用の口座から他の
口座に入金することがある。これに対して、電子マネーサービスの事業者は、電子マネー
サービスからの電子マネーの現金化を規制し、電子マネーサービスの利用率を高めること
が求められている。
【０００５】
　そこで、本発明はこれらの点に鑑みてなされたものであり、電子マネーサービスの利用
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率を高めることができる入金管理装置及び入金管理方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の態様に係る入金管理装置は、入金依頼元から、ユーザの電子マネー用の
口座への入金額と、前記電子マネー用の口座への入金方法とを取得する取得部と、前記電
子マネー用の口座に前記入金額の入金処理を行うとともに、前記電子マネー用の口座への
前記入金額と、前記入金方法とを関連付けた入出金履歴情報を記憶部に記憶させる入金処
理部と、前記ユーザから、前記ユーザの前記電子マネー用の口座から前記電子マネー用の
口座とは異なる前記ユーザの他の口座への入金の依頼を受け付ける場合に、所定の入金方
法で入金された前記入金額の残高を上限として前記入金の依頼を受け付けるとともに、前
記所定の入金方法とは異なる入金方法で前記電子マネー用の口座に入金された前記入金額
の前記他の口座への入金を制限する受付部と、を備える。
【０００７】
　前記取得部は、前記入金依頼元から、前記電子マネー用の口座への前記入金額と、入金
先のユーザの電話番号とを取得し、前記入金処理部は、前記記憶部において、前記取得部
が取得した前記電話番号に関連付けられている口座番号の前記電子マネー用の口座に前記
入金額の入金処理を行ってもよい。
【０００８】
　前記所定の入金方法はユーザ毎に設定可能であってもよい。
【０００９】
　前記受付部は、前記ユーザから、前記ユーザの前記電子マネー用の口座から前記他の口
座であって、現金化が可能な前記ユーザの口座への入金の依頼を受け付ける場合に、前記
所定の入金方法で入金された前記入金額の残高を上限として前記入金の依頼を受け付ける
とともに、前記所定の入金方法とは異なる入金方法で前記電子マネー用の口座に入金され
た前記入金額の前記他の口座への入金を制限してもよい。
【００１０】
　前記受付部は、前記ユーザから、前記ユーザの前記電子マネー用の口座から前記他の口
座への入金の依頼を受け付ける場合に、所定の入金依頼元から入金された前記入金額の残
高を上限として前記入金の依頼を受け付けるとともに、前記所定の入金依頼元とは異なる
入金依頼元から前記電子マネー用の口座に入金された前記入金額の前記他の口座への入金
を制限してもよい。
【００１１】
　本発明の第２の態様に係る入金管理方法は、コンピュータが実行する、入金依頼元から
、ユーザの電子マネー用の口座への入金額と、前記電子マネー用の口座への入金方法とを
取得するステップと、前記電子マネー用の口座に前記入金額の入金処理を行うとともに、
前記電子マネー用の口座への前記入金額と、前記入金方法とを関連付けた入出金履歴情報
を記憶部に記憶させるステップと、前記ユーザから、前記ユーザの前記電子マネー用の口
座から前記電子マネー用の口座とは異なる前記ユーザの他の口座への入金の依頼を受け付
ける場合に、所定の入金方法で入金された前記入金額の残高を上限として前記入金の依頼
を受け付けるとともに、前記所定の入金方法とは異なる入金方法で前記電子マネー用の口
座に入金された前記入金額の前記他の口座への入金を制限するステップと、を備える。
【００１２】
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、入金依頼元が入金先に容易に入金することができるという効果を奏す
る。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】第１の実施形態に係る入金管理装置の概要を示す図である。
【図２】第１の実施形態に係る入金管理装置の構成を示す図である。



(4) JP 6739569 B2 2020.8.12

10

20

30

40

50

【図３】ユーザ情報記憶部に記憶されている情報の一例を示す図である。
【図４】口座情報記憶部に記憶されている情報の一例を示す図である。
【図５】入出金履歴の一例を示す図である。
【図６】入金画面及び確認画面の一例を示す図である。
【図７】所定の銀行の口座への残高の移動を受け付けるための受付画面の一例である。
【図８】入金依頼元からの入金に係る処理の流れを示すシーケンス図である。
【図９】電子マネー用の口座から所定の銀行への残高の移動に係る処理の流れを示すシー
ケンス図である。
【図１０】他の口座への残高の移動を受け付けるための受付画面の一例である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
＜第１の実施形態＞
　図１は、第１の実施形態に係る入金管理装置１の概要を示す図である。
　入金管理装置１は、プリペイドカードを使用した電子マネーサービスを提供する装置で
あり、プリペイドカードに入金される電子マネーを管理する。
【００１６】
　入金管理装置１は、入金依頼元が使用するパソコンやスマートフォン等の依頼元端末２
から、入金先のユーザの電話番号と、当該ユーザの電子マネー用の口座への入金額を示す
情報とを含む入金依頼を受け付ける（図１の（１））。ここで、入金依頼元は、例えばユ
ーザに対して返金を行う企業、ユーザに対して特典等として電子マネーを付与する企業、
所定の給付金を電子マネーによりユーザに給付する行政機関、ユーザがオークション等に
より販売した商品の販売先、ユーザの家族や友人、ユーザ自身等である。なお、本実施形
態では、特に明示しない限り、入金依頼元は、ユーザ自身ではないものとする。また、図
示は省略するが、ユーザ自身が入金を行う場合、ユーザ端末３から入金依頼を受け付けて
もよい。
【００１７】
　入金管理装置１は、入金依頼において指定された電話番号に対応するユーザの電子マネ
ー用の口座の有無を判定し（図１の（２））、当該口座が有ると判定した場合には、当該
口座への入金処理を行う（図１の（３））。
　このようにすることで、入金依頼元は、ユーザの口座番号を指定せずに、ユーザの電話
番号を指定することにより当該ユーザへの入金を容易に行うことができる。
【００１８】
　入金管理装置１は、入金処理を行ったことに応じて、入金処理が完了した旨を示す入金
完了情報を依頼元端末２に送信する。また、入金管理装置１は、ユーザの電子マネー用の
口座が無いと判定し、入金処理を行うことができなかった場合には、入金処理が行うこと
ができない旨を示すエラー情報を依頼元端末２に送信する。また、入金管理装置１は、ユ
ーザの連絡先を特定し、当該連絡先に対応する、スマートフォン等のユーザ端末３に、入
金完了情報又はエラー情報を送信する（図１の（４））。
【００１９】
　ユーザは、ユーザ端末３を操作することにより、ユーザを識別するユーザ識別情報とし
てのユーザＩＤと、当該ユーザＩＤに対応するパスワードとを入金管理装置１に送信する
ことによって電子マネーサービスにログインして、ユーザの電子マネー用の口座の残高や
、入出金履歴を確認する。
【００２０】
　入金管理装置１は、ユーザ端末３から、所定の銀行の口座への入金依頼を受信する（図
１の（５））。ここで、所定の銀行は、例えば、電子マネーサービスの事業者と業務提携
している金融機関である。
【００２１】
　入金管理装置１は、ユーザ端末３のユーザの、所定の銀行の口座の有無を判定する（図
１の（６））。入金管理装置１は、所定の銀行の口座が有ると判定した場合には、ユーザ
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端末３から入金額の指定を受け付け、当該所定の銀行の口座への入金処理を行う（図１の
（７））。
【００２２】
　入金管理装置１は、所定の銀行の口座への入金処理を行ったことに応じて、入金完了情
報をユーザ端末３に送信する（図１の（８））。
　このようにすることで、ユーザは、電子マネー用の口座や、所定の銀行の口座といった
複数の口座を有している場合に、簡単な操作で、電子マネー用の口座から所定の銀行の口
座に入金することができる。
【００２３】
　続いて、入金管理装置１の構成について説明する。図２は、第１の実施形態に係る入金
管理装置１の構成を示す図である。入金管理装置１は、通信部１１と、記憶部１２と、制
御部１３とを備える。
【００２４】
　通信部１１は、インターネット等の通信ネットワークに接続するためのインターフェイ
スであり、例えばＬＡＮコントローラを含んで構成されている。通信部１１は、通信ネッ
トワークを介して依頼元端末２及びユーザ端末３と通信を行う。
【００２５】
　記憶部１２は、ＲＯＭ、ＲＡＭ及びハードディスク等の記憶媒体である。記憶部１２は
、制御部１３が実行するプログラムを記憶している。また、記憶部１２は、複数のユーザ
の電話番号と、ユーザＩＤとを関連付けて記憶するユーザ情報記憶部１２１と、ユーザＩ
Ｄと、ユーザの電子マネー用の口座の口座番号とを関連付けて記憶する口座情報記憶部１
２２とを備える。
【００２６】
　図３は、ユーザ情報記憶部１２１に記憶されている情報の一例を示す図である。図３に
示すように、ユーザ情報記憶部１２１は、ユーザＩＤと、ユーザ名と、ユーザの電話番号
と、ユーザの連絡先と、所定の銀行口座の有無を示す情報とを関連付けて記憶する。ここ
で、電話番号は、ユーザ端末３に割り当てられている電話番号である。連絡先は、ユーザ
端末３に関連付けられているメールアドレスである。所定の銀行口座の有無には、初期状
態として「無」が格納されている。所定の銀行口座の有無は、例えば、制御部１３が、ユ
ーザから所定の銀行の口座番号の指定を受け付けたことに応じて、「無」から「有」に更
新される。
【００２７】
　図４は、口座情報記憶部１２２に記憶されている情報の一例を示す図である。図４に示
すように、口座情報記憶部１２２は、ユーザＩＤと、電子マネー用の口座の口座番号と、
電子マネーの残高と、電子マネーの入出金履歴とを関連付けて記憶する。
【００２８】
　ここで、口座番号は、例えば、プリペイドカードを識別するためにプリペイドカードに
付されている所定桁数の番号である。ユーザＩＤに関連付けられている口座番号が「－」
である場合、当該ユーザＩＤのユーザが、プリペイドカードを所持しないことを示してい
る。
【００２９】
　図５は、入出金履歴の一例を示す図である。図５に示す入出金履歴は、図４のユーザＩ
Ｄ「ＴＡＲＯ９７」に対応するものである。図５に示すように、入出金履歴には、入出金
が行われた日付、入出金の区分、入出金額、入金依頼元を識別する依頼元識別情報又は出
金先を識別する出金先識別情報、入金方法、及び入出金後の残高が関連付けられている。
【００３０】
　なお、本実施形態では、電子マネーの出金時に、より前に入金された金額が出金に割り
当てられるものとする。図５に示される例では、２０１５／５／１１と、２０１５／５／
１２とにそれぞれ入金が行われているが、２０１５／５／１３の出金は、２０１５／５／
１１に入金された金額から、割り当てられるものとする。入金管理装置１は、電子マネー
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の残高を入金ごとに記憶しておき、電子マネーの出金時に、出金が割り当てられた入金に
対応する残高から出金額を減算することにより、現時点の残高が、どの入金に対応してい
る残高であるのかを管理することができる。
【００３１】
　制御部１３は、例えばＣＰＵである。制御部１３は、記憶部１２に記憶されている各種
プログラムを実行することにより、入金管理装置１に係る機能を制御する。
　制御部１３は、取得部１３１と、判定部１３２と、入金処理部１３３と、通知部１３４
と、特典付与部１３５と、受付部１３６とを備える。
【００３２】
　取得部１３１は、入金依頼元の依頼元端末２から、依頼元識別情報と、電子マネー用の
口座への入金額と、入金先のユーザの電話番号と、入金方法とを取得する。例えば、取得
部１３１は、依頼元端末２のユーザが電子マネーサービスにログインし、入金を行う操作
を受け付けると、図６（ａ）に示す入金画面を依頼元端末２に表示させる。図６（ａ）で
は、入金先の電話番号の入力欄と、入金額の入力欄と、「次へ」と表示されている確認ボ
タンとが設けられている。それぞれの入力欄に電話番号及び入金額が入力された状態で確
認ボタンが選択されると、取得部１３１は、依頼元端末２のユーザに予め関連付けられて
いる依頼元識別情報と、電子マネー用の口座への入金額と、入金先のユーザの電話番号と
、入金方法とを取得する。
【００３３】
　ここで、依頼元端末２のユーザと、入力された電話番号に対応するユーザとが異なる場
合、入金方法は、「他者からの振込」となる。また、ユーザが、店舗等で自身のプリペイ
ドカードに対して入金を行った場合、入金方法は「現金チャージ」となり、ユーザが、プ
リペイドカードの管理画面（不図示）から入金を行った場合、入金方法は、「振込チャー
ジ」となる。
【００３４】
　判定部１３２は、取得部１３１が取得した電話番号に関連付けられているユーザＩＤに
対応する口座番号が口座情報記憶部１２２に記憶されているか否かを判定する。具体的に
は、判定部１３２は、取得部１３１が電話番号を取得すると、ユーザ情報記憶部１２１に
おいて、当該電話番号に関連付けられているユーザＩＤを特定する。判定部１３２は、口
座情報記憶部１２２を参照し、特定したユーザＩＤに関連付けられている口座番号が存在
するか否かを判定する。
【００３５】
　判定部１３２は、ユーザの口座番号が記憶されていると判定すると、ユーザ情報記憶部
１２１において、取得した電話番号に関連付けられているユーザ名を特定する。続いて、
判定部１３２は、図６（ｂ）に示すように、入力された電話番号と、入力された入金額と
、特定したユーザ名とを含む確認画面を依頼元端末２に表示させる。依頼元端末２のユー
ザが確認画面において「入金する」と表示されている入金ボタンを選択すると、取得部１
３１は、入金先への入金を指示する入金指示情報を取得する。
【００３６】
　入金処理部１３３は、判定部１３２がユーザの口座番号が記憶されていると判定すると
、口座番号に対応する口座に、取得部１３１が取得した入金額の入金処理を行う。具体的
には、入金処理部１３３は、判定部１３２がユーザの口座番号が記憶されていると判定し
、取得部１３１が入金指示情報を取得すると、口座情報記憶部１２２において、ユーザの
口座番号に関連付けられている残高を、取得部１３１が取得した入金額だけ増加させる。
また、入金処理部１３３は、入出金履歴として、入金日と、入出金区分「入金」と、入金
額と、依頼元識別情報と、入金方法とを関連付けて記憶させる。
【００３７】
　通知部１３４は、判定部１３２がユーザの電子マネー用の口座の口座番号が記憶されて
いると判定すると、入金処理が行われたことに応じて、入金依頼元に入金完了情報を通知
する。このようにすることで、入金依頼元は、電子マネー用の口座に対して入金が正常に
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行われたことを確認することができる。
【００３８】
　また、通知部１３４は、ユーザの電子マネー用の口座の口座番号が記憶されていないと
判定すると、入金依頼元に、入金処理を行うことができない旨を示すエラー情報を通知す
る。このようにすることで、入金依頼元は、入金を行うことができなかったことを把握し
、ユーザに連絡を取る等の対応を行うことができる。
【００３９】
　また、通知部１３４は、ユーザ情報記憶部１２１を参照し、取得部１３１が取得した電
話番号に関連付けられているユーザの連絡先を特定する。そして、通知部１３４は、判定
部１３２がユーザの電子マネー用の口座の口座番号が記憶されていると判定すると、入金
処理が行われたことに応じて、ユーザの連絡先に入金完了情報を通知する。このようにす
ることで、ユーザは、電子マネー用の口座に対して入金が行われたことを確認することが
できる。
【００４０】
　通知部１３４は、判定部１３２がユーザの電子マネー用の口座の口座番号が記憶されて
いないと判定すると、ユーザの連絡先にエラー情報を通知する。ここで、通知部１３４は
、エラー情報に、入金依頼元を識別する依頼元識別情報や、入金額を示す情報を含めても
よい。このようにすることで、ユーザは、どの入金依頼元からの入金が行われなかったの
かを確認することができる。よって、入金依頼元は、ユーザに対して入金することができ
ない旨を通知する手間を省くことができる。また、通知部１３４は、ユーザの電子マネー
用の口座の口座番号が記憶されていないと判定すると、ユーザの連絡先に、電子マネー用
の口座の開設手続を示す案内情報を通知する。このようにすることで、ユーザは、エラー
情報とともに口座の開設手続を示す案内情報を確認するので、入金依頼元からの入金が可
能となるように、電子マネー用の口座を開設しようとする。これにより、電子マネーサー
ビスの事業者は新たなユーザを獲得することができる。
【００４１】
　なお、通知部１３４は、連絡先としてユーザ端末３に関連付けられている連絡先にメー
ルを送信することにより、ユーザに各種情報を通知したが、これに限らない。例えば、通
知部１３４は、取得部１３１が取得したユーザの電話番号に基づいて、各種情報を含むＳ
ＭＳ（Short Message Service）のメッセージをユーザ端末３に送信してもよい。
【００４２】
　特典付与部１３５は、電子マネー用の口座の開設を検出する。例えば、特典付与部１３
５は、電子マネー用の口座の開設手続に係る処理が行われたことを検出し、開設手続を行
ったユーザに特典を付与する。ここで、特典は、クーポンや、新規に開設された電子マネ
ー用の口座に対する所定額の入金等である。
【００４３】
　受付部１３６は、ユーザが所定の銀行の口座を有している場合には、電子マネー用の口
座から、所定の銀行の口座への入金を受け付ける。具体的には、受付部１３６は、ユーザ
が所定の銀行の口座を有している場合において、所定の入金依頼元から電子マネー用の口
座への入金が行われているとき、ユーザ端末３から、当該入金の所定の銀行の口座への入
金を受け付ける。ここで、所定の入金依頼元は、ユーザ端末３のユーザとは異なる入金依
頼元であり、例えば、企業、自治体、ユーザの知り合い等である。
【００４４】
　より具体的には、受付部１３６は、ユーザ端末３から、電子マネーの口座の残高の所定
の銀行の口座への入金依頼を受け付けると、ユーザ情報記憶部１２１を参照して、ユーザ
が所定の銀行の口座を有しているか否かを判定する。
【００４５】
　受付部１３６は、ユーザが所定の銀行の口座を有していないと判定すると、所定の銀行
の口座が無く、所定の銀行の口座への入金を行うことができない旨を示すエラー情報をユ
ーザ端末３に送信する。
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【００４６】
　また、受付部１３６は、ユーザが所定の銀行の口座を有していると判定すると、口座情
報記憶部１２２に記憶されている入出金履歴を参照し、現在の残高に対応する入金に係る
入金依頼元と、入金額とを特定する。そして、受付部１３６は、特定した入金依頼元に、
所定の入金依頼元が含まれている場合には、当該所定の入金依頼元に関連付けられている
入金額を上限として、電子マネーの口座から所定の銀行の口座への入金を受け付ける。
【００４７】
　例えば、図５に示される入出金履歴の例では、現在の残高２，５００円が、２０１５／
５／１１の入金額２，０００円のうちの１，５００円と、２０１５／５／１２の入金額１
，０００円とに対応している。ここで、２０１５／５／１１の入金は、ユーザ自身による
入金ではなく、所定の入金依頼元に該当することから、受付部１３６は、２０１５／５／
１１の入金額の一部である１，５００円を上限として、電子マネーの口座から所定の銀行
の口座への入金を受け付ける。
【００４８】
　図７は、所定の銀行の口座への残高の移動を受け付けるための受付画面の一例である。
図７に示すように、受付画面には、所定の銀行への残高の移動可能額と、所定の銀行に移
動する金額の入力欄と、「入金する」と表示されている入金ボタンとが表示されている。
図７に示す受付画面において、金額が入力された状態で入金ボタンが選択されると、受付
部１３６は、所定の銀行の口座への入金額を受け付ける。
【００４９】
　入金処理部１３３は、受付部１３６が入金を受け付けたことに応じて、電子マネー用の
口座から、所定の銀行の口座への入金処理を行う。このようにすることで、ユーザは、電
子マネーの残高を所定の銀行に移動させて、電子マネーを現金化することができる。
【００５０】
　受付部１３６が第１の入金依頼元からの入金の、所定の銀行の口座への入金を受け付け
た場合には、入金処理部１３３は、所定の銀行の口座への入金処理時に手数料を徴収しな
くてもよい。また、受付部１３６が第２の入金依頼元からの入金の、所定の銀行の口座へ
の入金を受け付けた場合には、入金処理部１３３は、所定の銀行の口座への入金処理時に
手数料を徴収してもよい。すなわち、入金処理部１３３は、第２の入金依頼元からの入金
を所定の銀行の口座に移動する場合には、電子マネーの口座の残高から、移動する金額と
、手数料とを減算するようにしてもよい。
【００５１】
　ここで、第１の入金依頼元及び第２の入金依頼元を示す情報は、例えば、入金依頼元を
識別する依頼元識別情報と関連付けて記憶部１２に記憶されているものとする。例えば、
第１の入金依頼元は、企業や公共機関であり、第２の入金依頼元は、ユーザの知り合いで
ある。このようにすることで、入金管理装置１は、入金依頼元の種別に応じて、所定の銀
行に入金する場合に、手数料を徴収するか否かを切り替えることができる。
【００５２】
［入金依頼元からの入金依頼に係る処理の流れ］
　続いて、入金管理装置１における処理の流れについて説明する。まず、入金依頼元から
の入金依頼に係る処理の流れについて説明する。図８は、入金依頼元からの入金に係る処
理の流れを示すシーケンス図である。なお、本シーケンスにおいて、入金依頼元はユーザ
自身ではないものとする。
【００５３】
　まず、取得部１３１は、依頼元端末２から、電話番号、入金額、及び依頼元識別情報を
含む入金依頼を受信する。
　続いて、判定部１３２は、ユーザ情報記憶部１２１を参照し、受信した入金依頼に含ま
れる電話番号に関連付けられているユーザＩＤを特定する（Ｓ１）。
【００５４】
　続いて、判定部１３２は、口座情報記憶部１２２を参照し、特定したユーザＩＤに関連
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付けられているユーザの電子マネー用の口座情報が有るか否かを判定する（Ｓ２）。
　通知部１３４は、判定部１３２がユーザの電子マネー用の口座情報が無いと判定すると
、入金処理を行うことができない旨を示すエラー情報を依頼元端末２及びユーザ端末３に
通知する。
【００５５】
　入金処理部１３３は、判定部１３２がユーザの電子マネー用の口座情報が有ると判定す
ると、ユーザの口座番号に関連付けられている残高を、取得部１３１が取得した入金額だ
け増加させる入金処理を行う（Ｓ３）。
　その後、通知部１３４は、入金処理が完了した旨を示す入金完了情報を依頼元端末２及
びユーザ端末３に送信する。
【００５６】
［ユーザによる入金額の移動に係る処理の流れ］
　続いて、電子マネー用の口座から所定の銀行への残高の移動に係る処理の流れについて
説明する。図９は、電子マネー用の口座から所定の銀行への残高の移動に係る処理の流れ
を示すシーケンス図である。
【００５７】
　まず、受付部１３６は、ユーザ端末３から、電子マネーの口座の残高の所定の銀行への
入金依頼を受け付ける。
　続いて、受付部１３６は、ユーザ情報記憶部１２１を参照して、ユーザが所定の銀行の
口座を有しているか否かを判定する（Ｓ１１）。
【００５８】
　受付部１３６は、ユーザが所定の銀行の口座を有していると判定すると、口座情報記憶
部１２２に記憶されている入出金履歴を参照して、所定の銀行口座への移動可能額を特定
し（Ｓ１２）、当該移動可能額を上限とした移動額を受け付けるための受付画面をユーザ
端末３に送信する。
【００５９】
　ユーザ端末３は、受付画面を介して、ユーザから所定の銀行口座への移動額の入力を受
け付け（Ｓ１３）、受付画面に設けられている入金ボタンが選択されたことに応じて、移
動額を入金管理装置１に送信する。
【００６０】
　入金管理装置１の受付部１３６が、移動額を受信することにより所定の銀行の口座への
入金を受け付けると、入金処理部１３３は、電子マネー用の口座から、所定の銀行の口座
への入金処理を行う（Ｓ１４）。入金処理部１３３は、入金処理が完了すると、入金完了
情報をユーザ端末３に送信する。
【００６１】
［第１の実施形態における効果］
　以上の通り、第１の実施形態に係る入金管理装置１は、入金依頼元から、電子マネー用
の口座への入金額と、入金先のユーザの電話番号とを取得し、取得した電話番号に関連付
けられているユーザＩＤに対応する口座番号が口座情報記憶部１２２に記憶されていると
判定すると、当該口座番号の口座に入金額の入金処理を行う。
【００６２】
　このようにすることで、入金依頼元は、ユーザの口座番号を指定せずに、ユーザの電話
番号を指定することにより当該ユーザへの入金を容易に行うことができる。また、例えば
、ユーザは、複数の口座を有している場合に、入金依頼元に対して、入金先の口座を示す
情報として電子マネー用の口座に対応する電話番号を指定することにより、入金依頼元か
らの入金を電子マネー用の口座で一元管理することができる。そして、ユーザは、必要に
応じて、電子マネー用の口座から、他の口座に対して容易に入金を行うことができる。
【００６３】
　また、入金管理装置１は、電子マネー用の口座の口座番号が記憶されていると判定する
と、入金処理が行われたことに応じて、入金依頼元に入金処理が行われたことを通知し、
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口座番号が記憶されていないと判定すると、入金依頼元に、入金処理を行うことができな
い旨を示すエラー情報を通知する。このようにすることで、入金依頼元は、入金依頼に対
応する入金が行われたか否かを把握することができる。
【００６４】
　なお、第１の実施形態では、入金管理装置１は、依頼元端末２に入金完了情報やエラー
情報を通知したが、他の情報を通知してもよい。例えば、通知部１３４は、入金先のユー
ザが、所定の銀行の口座を有していない場合に、依頼元端末２に、ユーザが所定の銀行の
口座を有しておらず、入金された金額の電子マネーを現金化できない旨を通知してもよい
。
【００６５】
　また、取得部１３１は、入金依頼元の依頼元端末２から、依頼元識別情報と、電子マネ
ー用の口座への入金額と、入金先のユーザの電話番号と、入金方法とを取得したが、さら
に、ユーザの名前の一部（例えば、先頭の二文字）を取得してもよい。そして、判定部１
３２は、ユーザ情報記憶部１２１において、取得部１３１が取得した電話番号及びユーザ
の名前の一部が関連付けられて記憶されている場合に、当該電話番号に関連付けられてい
るユーザＩＤを特定し、口座情報記憶部１２２において当該電話番号に関連付けられてい
る口座番号を特定してもよい。このようにすることで、入金依頼元が異なるユーザに誤入
金することを抑制することができる。
【００６６】
＜第２の実施形態＞
［入金方法に基づいて他の口座への入金を許可する］
　続いて、第２の実施形態に係る入金管理装置１について説明する。第２の実施形態に係
る入金管理装置１は、入金方法に基づいて他の口座への入金を許可する点で第１の実施形
態と異なり、その他の点では同じである。以下、第１の実施形態と異なる部分について説
明を行う。第１の実施形態と同じ部分については適宜説明を省略する。
【００６７】
　第２の実施形態において、受付部１３６は、所定の入金方法で電子マネー用の口座に入
金された入金額の、電子マネー用の口座とは異なる口座（他の口座）への入金を受け付け
る。ここで、他の口座には、ユーザが有する所定の銀行の口座の他に、ユーザが有する他
の銀行の口座、ユーザが有する他のプリペイドカードの口座、他のユーザが有する所定の
銀行の口座、他のユーザが有する他の銀行の口座、他のユーザが有するプリペイドカード
の口座、他のユーザが有する他のプリペイドカードの口座が含まれる。
【００６８】
　受付部１３６は、口座情報記憶部１２２に記憶されている入出金履歴を参照し、現在の
残高に対応する入金に係る入金方法のうち、所定の入金方法と、入金額とを特定する。こ
こで、所定の入金方法は、例えば、「他者からの振込」である。そして、受付部１３６は
、当該所定の入金方法に関連付けられている入金額を上限として、電子マネーの口座から
他の口座への入金を受け付ける。
【００６９】
　例えば、図５に示される入出金履歴の例では、現在の残高２，５００円が、２０１５／
５／１１の入金額２，０００円のうちの１，５００円と、２０１５／５／１２の入金額１
，０００円とに対応している。ここで、２０１５／５／１１の入金は、入金方法が「他者
からの振込」であることから、受付部１３６は、２０１５／５／１１の入金額の一部であ
る１，５００円を上限として、電子マネーの口座から他の口座への入金を受け付ける。
【００７０】
　受付部１３６は、ユーザ端末３から、電子マネーの口座の、他の口座への入金を行う操
作を受け付けると、図１０に示すように、他の口座への残高の移動を受け付けるための受
付画面を表示させ、他の口座の指定、及び他の口座への入金額を受け付ける。図１０では
、２０１５／５／１１の入金額の一部である１，５００円を上限として、電子マネーの口
座から他の口座への入金が可能であることが確認できる。なお、図１０では、他の口座を
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示す情報として、金融機関名と、電話番号とを指定するものとしたが、これに限らず、金
融機関名と、口座番号とを指定するものとしてもよい。
【００７１】
　なお、本実施形態では、所定の入金方法で電子マネー用の口座に入金された入金額の他
の口座への入金を受け付けたが、所定の入金方法は、プリペイドカードのユーザによって
、異なっていてもよい。例えば、企業が返金対応等を行ったり、行政機関が給付金を給付
したりするために、電子マネーサービスを利用する場合には、これらのユーザは、プリペ
イドカードの口座に「振込チャージ」等によって入金し、その後、当該口座の残高から、
ユーザ端末３のユーザ等に入金する。このため、例えば、企業や行政機関等が電子マネー
サービスを利用する場合には、所定の入金方法には、「他者からの振込」の他に「振込チ
ャージ」等、他の入金方法が含まれるようにしてもよい。
【００７２】
［第２の実施形態における効果］
　以上の通り、第２の実施形態に係る入金管理装置１は、ユーザ端末３から、所定の入金
方法で電子マネー用の口座に入金された入金額の、電子マネー用の口座とは異なる他の口
座への入金を受け付ける。このようにすることで、ユーザ端末３のユーザは、電子マネー
用の口座の残高のうち、所定の入金方法で入金された入金額を、他の口座に容易に入金す
ることができる。
【００７３】
　また、入金管理装置１が、所定の入金方法で入金された入金額に限定して他の口座への
入金を受け付けるので、電子マネーサービスの事業者は、電子マネー用の口座の残高のう
ち、特定の用途で入金された電子マネーを除いて、他の口座に移動しないようにすること
ができる。よって、電子マネーサービスの事業者は、電子マネーサービスからの電子マネ
ーの現金化を規制し、電子マネーサービスの利用率を高めることができる。
【００７４】
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更又は改良を加えることが
可能であることが当業者に明らかである。例えば、上述の実施形態では、入金管理装置１
は、依頼元端末２から、ユーザの電話番号を取得することにより、当該電話番号に対応す
る電子マネー用の口座の口座番号に対して入金を行うこととしたが、これに限らない。例
えば、入金管理装置１は、依頼元端末２から、ユーザに対応するユーザＩＤを取得するこ
とにより、当該ユーザＩＤに対応する電子マネー用の口座の口座番号に対して入金を行う
こととしてもよい。
【００７５】
　また、特に、装置の分散・統合の具体的な実施形態は以上に図示するものに限られず、
その全部又は一部について、種々の付加等に応じて、又は、機能負荷に応じて、任意の単
位で機能的又は物理的に分散・統合して構成することができる。例えば、上述の実施形態
では、入金管理装置１は、１台の装置であるとして説明したがこれに限らない。例えば、
入金管理装置１は、ユーザ情報記憶部１２１と、銀行の口座とを記憶する契約者管理サー
バと、口座情報記憶部１２２を記憶する電子マネー管理サーバとから構成されていてもよ
い。この場合において、契約者管理サーバは、入金依頼元から、依頼元識別情報と、電子
マネー用の口座への入金額と、入金先のユーザの電話番号と、入金方法とを取得すること
により、電子マネーの口座への入金を受け付ける。そして、契約者管理サーバは、入金方
法が所定の銀行への入金を示す場合に、自身が記憶している銀行の口座に基づいて所定の
銀行の口座への入金処理を行う。また、契約者管理サーバは、入金方法が電子マネー用の
口座への入金を示す場合に、ユーザ情報記憶部１２１を参照して、ユーザＩＤを特定し、
特定したユーザＩＤと、電子マネー用の口座への入金額とを含む入金依頼情報を電子マネ
ー管理サーバに送信することにより、電子マネー管理サーバに入金依頼を行う。
【符号の説明】
【００７６】
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１・・・入金管理装置、１１・・・通信部、１２・・・記憶部、１２１・・・ユーザ情報
記憶部、１２２・・・口座情報記憶部、１３・・・制御部、１３１・・・取得部、１３２
・・・判定部、１３３・・・入金処理部、１３４・・・通知部、１３５・・・特典付与部
、１３６・・・受付部、２・・・依頼元端末、３・・・ユーザ端末
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